
大津市歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

該当ページ 変更内容 変更理由

序-5
学識経験者：【加藤 賢治　成安造形大学共通教育センター／地域実践領域 教授】を【田口 真太郎　成安造
形大学未来社会デザイン共創機構 講師】に修正する。

任期満了による委員の変更のため。

序-5
関係団体：【金子 博美 びわ湖大津観光協会 副会長】を【寺島 正和 公益社団法人びわ湖大津観光協会 副
会長】に修正する。

任期満了による委員の変更のため。

序-5
関係団体：【柴山 直子 大津宿場町構想実行委員会 委員】を【柴山 直子 大津百町エリア部会 委員】に修正
する。

任期満了による委員の変更のため。

序-5 関係団体：【鷲尾 龍華 石山寺 座主】を【福家 俊彦 天台寺門宗総本山園城寺 長吏】に修正する。 任期満了による委員の変更のため。

序-5 行政機関：滋賀県土木交通部技監に【北村 智顕】、大津市都市計画部長に【三國 昌克】を追記。 委員名追記のため。

序-5 行政機関：【木津 勝 大津市歴史博物館副館長】を【杉江 進 大津市歴史博物館 館長】に修正する。 任期満了による委員の変更のため。

序-5
【※所属団体等は、令和４年１０月１日時点のもの】を【所属団体等は、令和６年１０月１日時点のもの】に修
正する。

任期満了による委員の変更のため。

2-7-6 写2-7-8元三会の写真を変更する。 記載内容の誤り。

2-11-7 写2-11-9【玉屋町町家山蔵】を【玉屋町山蔵】に修正する。 記載内容の誤り。

3-25 実施体制の「市民・文化財所有者、まちづくり団体など」に「エリア部会を追記」 提案・連携する団体として重点区域３地区で新たに設立したため。

3-25 【文化・青少年課】を【文化振興課】に修正する。 機構改革のため。

3-25 【都市魅力づくり推進課】を【都市魅力創造課】に修正する。 課名の変更のため。

5-4 （８）３行目「令和５年度の体制としては、～」を令和６年度の内容に修正する。 内容の更新。

5-4 （８）１１行目「令和４年度は～」を令和６年度の内容に修正する。 内容の更新。

6-1、2 所管課の修正 機構改革により、担当課の変更、課名の変更があったため。

6-4 図6-1-3道路美装化の範囲追加。 前回変更時反映漏れしていたため。

6-6 事業概要の軽微な言い換えと、町家の日in大津について追記。 現在行っている事業の内容に合わせるため。

6-6 「３．町家の利活用の支援」　事業主体に「大津百町エリア部会」を追記。
町家の日in大津のイベントは大津百町エリア部会が主体として開催してい
るため。

6-10
「１１．文化観光振興などへの助成」　事業手法に「市単独費」を追記。事業概要【大津市文化観光振興基金
条例】を【「大津市文化財保護条例」など】に修正、【市指定】を削除。

市単独費でも事業を実施しているため。
所管替えに伴い、根拠条例に変更が生じたため。

6-14 「１７．地域の人材活躍の支援」事業主体に【大津百町エリア部会】を追記。 事業主体に追加があったため。

6-14
「１８．大津まちなか大学の開催」事業主体に【特定非営利活動法人大津祭曳山連盟、大津百町エリア部会】
と追記。事業概要の軽微な言い換えと、【大津百町おもてなし学部】を【歴まちガイド育成学部】の内容に修正
する。

事業主体に変更があったため。
おもてなし学部が終了し、歴まちガイド育成学部を開校したため。

6-19 27.道路の拡幅整備（都市計画道路本堅田衣川線）の事業期間を令和○年度までに修正。 事業期間延長のため。

7-5 【北川家住宅主屋】の築年を「明治時代」から「江戸時代」に修正する。 記載内容の誤り。

7-5 【北川家住宅主屋】を【北川家住宅主屋、土蔵】に修正する。 記載内容の誤り。

7-7 図7-4-3【玉屋町町家山蔵】を【玉屋町山蔵】に修正する。 記載内容の誤り。

様式４
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（１）大津市歴史的風致維持向上協議会 

歴史まちづくり法第11条第１項の規定により、大津市歴史的風致維持向上計画の作成及

び変更に関する協議並びに実施に係る連絡調整を行うため、「大津市歴史的風致維持向上協

議会」を平成30年（2018）10月１日に設置した。 

 
表0-4-1 大津市歴史的風致維持向上協議会委員構成 

区分 氏名 所属団体等 

学識経験者 
中嶋 節子 

大津市景観審議会副会長 

京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授 

岡井 有佳 
大津市都市計画審議会会長 

立命館大学理工学部 教授 

田口 真太郎 
成安造形大学 

未来社会デザイン共創機構 講師 

関係団体 
寺島 正和 公益社団法人びわ湖大津観光協会 副会長 

柴山 直子 大津百町エリア部会 委員 

福家 俊彦 天台寺門宗総本山園城寺 長吏 

行政機関 
北村 智顕 滋賀県土木交通部技監 

三國 昌克 大津市都市計画部長 

杉江 進 大津市歴史博物館 館長 

  ◎：会長 ○：副会長 

  ※所属団体等は、令和６年１０月１日時点のもの 



第２章 維持・向上すべき歴史的風致 

テーマ② 古都と仏教の古刹への信仰 
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十講の前に50名以上の僧侶が盛装で大
だい

講
こう

堂
どう

の周りを練り歩く「大行道」があり、ここに真っ白の

五条袈裟に赤いたすきを掛け、柴と桶を担いだ山
さん

門
もん

公
く

人
にん

が加わる。次に、法華十講のあとに已
い

講
こう

大僧正・ 勅
ちょく

使
し

・探
たん

題
だい

14となった大僧正が大講堂の前庭で出会う「三方出会いの式」がある。この

行列は華やかで、法華大会の一番の見ものになっており、坂本山門出入方が已講大僧正・勅使・

探題が乗る殿
てん

上
じょう

輿
ごし

を担ぐ。 

法
ほっ

華
け

大
だい

会
え

の期間中の警護や設営などは、山門公人や坂本山門出入方が担う。また、大講堂の荘

厳15、殿上輿や法具などは、使用しないときは坂本の滋賀院門跡に保管されていることから、法

華大会の開催前には仲
なか

座
ざ

を中心とした坂本の人々によってそれらの道具が滋
し

賀
が

院
いん

門
もん

跡
ぜき

から延暦

寺へと運ばれる姿が坂本のまちなみのなかで見ることができる。 

 

【元
がん

三
ざん

会
え

】 

四
し

季
き

講
こう

堂
どう

は横
よ

川
かわ

にあって、延暦寺中興の祖といわれる元

三大師 良
りょう

源
げん

を本尊としている。正月３日に亡くなられたこ

とから元三大師とも俗称されるが、慈
じ

恵
え

大
だい

師
し

が諡
し

号
ごう

16。延暦

寺で最も霊験のあった高僧で、その姿を写した角
つの

大
だい

師
し

の札

は魔除けとしても有名である。 

良源の命日にあたるこの正月３日に向け、２日夜から法

要が勤められ、多くの信者が参詣する。昭和33年（1958）１月８日発行の『比
ひ

叡
えい

山時報』第10

号では、２日の元三大師の通夜のあと、元三大師への供養として「けずりかけ」17と呼ばれる行

事が行われたことを伝えている18ことから、少なくともこれ以前から行われていることが分かる。 

坂本や横川の山麓にあたる真
ま

野
の

のほかにも、遠くは高島市安
あ

曇
ど

川
がわ

町にも大師講があり、各地の講員の代表者は四季講堂で角大師の札

を購入し講員に配布する。この札は門口に貼ると、魔除けになる19と

され、坂本のまちなみではこの札が玄関などに貼られているのを見

ることができる。 

 

２－５．まとめ 

比叡山延暦寺は山上に多くの堂
どう

舎
しゃ

があり、僧侶による法会や修行が行われてきた。その意味で

山上は、世間とは切り離された特別な空間であった。とはいえ、こうした僧侶たちの活動を支え

る坂本の人々がいて、延暦寺は成り立っていたともいえる。現在も山門公人や坂本山門出入方な

どの坂本の人々によって法会の準備が行われているほか、山王講や角大師のお札など延暦寺にま

 
14 役職のこと。 
15 重々しく立派な飾りつけのこと。 
16 生前の功績を称え、死後に贈る名のこと。 
17 僧侶が天台宗の奥義を求めて論議をするのに倣って、信者同士で任意の話題について議論をする行事のこと。 
18 『比叡山時報』昭和 33 年１月８日「“けずりかけ”供養」。 
19 かつては、田の虫よけの護符として田の水口に挿して祀るところもあった。 

写2-7-9 玄関に貼られた角大師 

写2-7-8 元三会 
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【上
かみ

京
きょう

町
まち

町
ちょう

家
いえ

主屋】 

京町一丁目の京町通り（東海道）に北面する上京町町家の主屋

は、昭和７年（1932）から昭和８年（1933）の経費をまとめた「新

築経費諸控帳」が残されていることからこのころの建築と考えら

れる。間口３間の屋敷地いっぱいに建てられた主屋は、１階向か

って右手約４尺幅程を裏に抜ける通路とし、通路から直接に２階

に上る階段を設けている。１階はこの通路以外が貸家で、２階が

会所の専用空間になっている。通路奥には曳
ひき

山
やま

を収納した山蔵があり、曳山を組み立てる時部材

はここを使って出し入れされる。２階表側の窓の下部には、曳山と結ぶ長さ約２ｍほどの引き込

み式の桟
さん

橋
ばし

が仕舞われており、他の 町
ちょう

家
いえ

には見られない珍しいものである。ちなみに桟橋は主

屋よりも部材が古く、建て替え前の建物にも同様の仕掛けがあったことがわかる。 

 

【中
なか

京
きょう

町
まち

町
ちょう

家
いえ

主屋】 

京町一丁目の京町通り（東海道）に北面する中京町町家の主屋

は、部材の経年の度合いなどから19世紀前半の建築と推定され、

昭和29年（1954）に撮影された大津祭の記念写真にその姿が見え

る。明治６年（1873）の絵図「地券改ニ付六尺壱間竿改正正面図」

では、現 町
ちょう

家
いえ

の地に「町中持」（表口四間二尺三寸）とあり、少

なくとも明治初期以来、現在地が 町
ちょう

家
いえ

として使われていることが

分かる。一般の町
まち

家
や

を町内の家持の人で 町
ちょう

家
いえ

として購入、改造し、２階の通り側の部屋を町会

所として使っている。 

間口が約４間半で、奥行きは約25間にも及び、丸屋町の 町
ちょう

家
いえ

敷地に次ぎ、旧大津町内でも有

数の屋敷規模を誇っている。向かって右手は奥まで通じる通路で、通りに面して建つ間口３間半

ほどの主屋の背面に、中庭を挟んで離れ座敷、さらにその背面に曳山を収納する山蔵が建ってい

る。 

 

【玉
たま

屋
や

町
ちょう

山蔵】 

中央三丁目の中町通りに北面する玉屋町の山蔵は文
ぶん

政
せい

13年

（1830）の墨
ぼく

書
しょ

があり、19世紀前期の年代が判明する山蔵として

貴重である。また、町
ちょう

家
いえ

は間口５間とやや広めであるが、奥行き

は６間しかないため、主屋と山蔵を表裏に並べず、通りに面して

左右に配置するという独特の構成を取っているのが特徴である。 

通りに面する２階にはテラスが設けられ、蔵から直接曳山の２

階と行き来できるようになっている。このテラスは戦後に改造されたものであるが、蔵２階の入

口は建築当初のものであることから、改造前にも曳山と繋ぐ濡れ縁状の板敷きが付いていたもの

と推測されている。 

写2-11-7 上京町町家主屋 

写2-11-8 中京町町家主屋 

写2-11-9 玉屋町山蔵 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 
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４．歴史的風致維持向上計画の実施体制 

歴史的風致の維持及び向上を推進するため、都市計画部都市計画課と市民部文化財保護課、大

津市歴史博物館が中心となり、関係各課との連携を図りながら、計画の推進体制を構築する。 

また、法定協議会である「大津市歴史的風致維持向上協議会」において、計画の変更に関する

協議や事業の進捗状況の報告などを行う。また、国や滋賀県からの指導や支援を受けて計画を推

進するとともに、必要に応じて市の都市計画や景観、文化財に関する審議会、文化財や歴史的建

造物の所有者、市民団体などとの連絡調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-4-1 歴史的風致維持向上計画の実施体制 

 

事務局 
都市計画部 都市計画課 
市民部 文化財保護課 

大津市歴史博物館 

（法定協議会） 

大津市歴史的風致維持向上協議会 

（関係審議会など） 

大津市都市計画審議会 

大津市景観審議会 

大津市文化財保護審議会 

大津市伝統的建造物群保存審議会 

各事業担当課 

国・滋賀県 

エリア部会 

市民・文化財の所有者 

まちづくり団体など 

大津市歴史的風致維持向上計画 

庁内部会 
（政策調整部）       企画調整課 
（ 市  民  部 ）       

文化振興課       文化財保護課 
（産業観光部）       商工労働政策課 
  観光振興課       農林水産課 
  田園づくり振興課 
（都市計画部）       都市計画課 
  都市魅力創造課    公園緑地課 
  建築指導課 
（建設部） 
  道路建設課       道路・河川管理課 
（教育委員会）        
  学校教育課       生涯学習課      

大津市庁内体制 

 

連絡調整 

協議 

意見 

報告 

意見 

連携 

提案 

協議 

指導・支援 



第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 
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（８）体制と今後の方針 

本市では、文化財の保護・調査については市長部局の文化財保護課と歴史博物館が所管してお

り、埋蔵文化財や民俗文化財の調査は文化財保護課、美術工芸品や民俗文化財の調査は歴史博物

館が主に担うなど、役割を分担して取り組んでいる。令和６年度の体制としては、文化財保護課

に埋蔵文化財５人、民俗学１人、歴史学１人、建築２人、内兼務１人、事務職３人、内兼務１人、

会計年度任用職員で民俗学１人、埋蔵文化財１人、事務職１人の計１５人、埋蔵文化財調査セン

ターに埋蔵文化財１人、事務職１人、会計年度任用職員で埋蔵文化財２人の計４人、歴史博物館

に考古学１人、歴史学３人、民俗学１人、美術工芸（彫刻）１人、美術工芸（絵画）２人、事務

職３人、会計年度任用職員で学芸員３人、事務職１人、受付５人の計２０人となっている。 

また、文化財の保存・活用の審議のための附属機関として、大津市文化財保護条例第57条に基

づき、大津市文化財保護審議会が設置されている。保護審議会は市長の諮問に応じて文化財の保

存及び活用に関する重要な事項について調査審議し、市長に答申する。令和４年度は計９人で構

成されており、専門分野は建造物２人、彫刻、絵画、工芸品２人、書跡・典籍、古文書、歴史資

料２人、史跡・名勝、考古資料、埋蔵文化財２人、民俗文化財、無形文化財１人である。 

 

（９）各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 

文化財の保存・活用を効果的に進めていくためには、行政だけでなく、地域において文化財の

保存・活用に取り組んでいる団体と連携することが重要である。 

本市には、文化財の保存・活用に取り組んでいる団体は数多く存在している。ほかにも神社の

氏
うじ

子
こ

、自治会などの地縁組織も文化財の保存・活用に取り組んでいる。それぞれの団体では、こ

れまでから文化財に関する調査や情報発信、無形の民俗文化財を保護・継承する活動などに取り

組んでいる。今後は、これらの団体が取り組んでいる活動の継続と活性化を図るため、必要に応

じて、情報提供、人材育成、祭行事などで使用する道具や衣装などの修理・修繕などを支援し、

市民を主体とした文化財の保存・活用の活動の推進にも取り組んでいく。 

 



 

６－１ 

 
 

 
 

 
 

第
６
章 

 
 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項 
 
１．歴史的風致維持向上施設の整備及び管理等についての方針 

本計画における歴史的風致維持向上施設とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与

する公共施設などを指し、歴史的風致維持向上施設の整備と適切な管理を行うことにより、歴史

的風致の維持及び向上を図る。 

本市の歴史的風致維持向上施設の維持及び管理に関する事業は、目的・内容別に「歴史的建造

物の保存と活用に関する事業」、「歴史的建造物の周辺環境に関する事業」、「伝統的な祭礼行

事、活動に関する事業」、「歴史や伝統文化に対する市民意識に関する事業」、「歴史を活かし

た地域活性化や観光振興に関する事業」の５つに分類した。 

事業の実施に際しては、施設やその周辺の歴史的背景を十分に調査するとともに、周辺の景観

に配慮した整備を行うこととし、関係機関と十分な協議調整をしたうえで整備を行う。また、国

や県の補助制度を有効に活用するよう検討し、整備を行った施設は、積極的な公開・活用を行う

ことにより、歴史的風致の維持及び向上を図る。 

歴史的風致維持向上施設の維持管理については、施設の所有者や関係課などと十分な協議・調

整のうえ、適切に行うよう努める。また、地域住民や関連団体などとの連携による維持管理にも

取り組むこととし、必要に応じて、所有者などに対して指導・助言を行うこととする。 

上記、歴史的風致維持向上施設の整備・管理の基本的な考え方に基づき、計画期間内に実施す

る事業は、以下のとおりである。 

 

（１）歴史的建造物の保全と活用に関する事業 

表6-1-1 歴史的建造物の保全と活用に関する事業一覧 

No. 事業名 所管課 

１ 歴史的建造物の資料館などとしての活用 観光振興課 

２ 歴史的風致形成建造物への指定と保存のための整備 都市計画課 

３ 町家の利活用の支援 都市計画課 

４ 未指定文化財の調査 文化財保護課 

５ 文化財保存修理などへの補助 文化財保護課 

６ 大津市伝統的建造物群保存地区での修理修景への補助 文化財保護課 

 

（２）歴史的建造物の周辺環境に関する事業 

表6-1-2 歴史的建造物の周辺環境に関する事業一覧 

No. 事業名 所管課 

７ 大津市景観計画の改定 都市計画課 

８ 景観保全型広告整備地区の新規設定 都市計画課 

９ まちなみ修景整備への補助 都市計画課 
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10 道路の美装化 
都市計画課 

水道ガス改良課 

 

（３）伝統的な祭礼行事、活動に関する事業 

表6-1-3 伝統的な祭礼行事、活動に関する事業一覧 

No. 事業名 所管課 

11 文化観光振興などへの助成 文化財保護課 

12 祭行事の開催費用の補助 観光振興課 

13 歴史的観光資源を活用した事業への補助 観光振興課 

 

（４）歴史や伝統文化に対する市民意識に関する事業 

表6-1-4 歴史や伝統文化に対する市民意識に関する事業一覧 

No. 事業名 所管課 

14 地域の歴史資料館の運営の補助 観光振興課 

15 地域固有の歴史・文化遺産の発信 都市計画課 

16 東海道統一案内看板の普及啓発 都市計画課 

17 地域の人材活躍の支援 都市計画課 

18 大津まちなか大学の開催 都市計画課 

19 大津人実践講座の開催 生涯学習課 

20 埋蔵文化財調査成果の展示会などの開催 文化財保護課 

21 歴史博物館での常設展示及び企画展示の実施 歴史博物館 

22 歴史博物館での資料の調査や収集 歴史博物館 

23 れきはく講座などの開催 歴史博物館 

 

（５）歴史を活かした地域活性化や観光振興に関する事業 

表6-1-5 歴史を活かした地域活性化や観光振興に関する事業一覧 

No. 事業名 所管課 

24 観光施設の維持管理 観光振興課 

25 公共空間の活用 都市魅力創造課 

26 道路の拡幅整備（都市計画道路比叡辻日吉線） 道路建設課 

27 道路の拡幅整備（都市計画道路本堅田衣川線） 道路建設課 
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図6-1-3 大津百町重点区域内の事業区域図 

地域の歴史資料館の運営の補助 

公共空間の活用 

大津祭開催区域 
○祭行事の開催費用の補助 

大津百町重点区域全体 
○町家の利活用支援事業 

○大津まちなか大学開催事業 

歴史的風致形成建造物（候補含む） 

○歴史的風致形成建造物への指定と保存
のための整備 

道路の美装化 
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事 業 名 ２．歴史的風致形成建造物への指定と保存のための整備 

事 業 主 体 大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

市単独費 

 

事 業 期 間 令和３年度（2021年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 堅
かた

田
た

重点区域、坂本重点区域、大
おお

津
つ

百
ひゃく

町
ちょう

重点区域 

事 業 概 要 区域内に存在する歴史的建造物ついて、所有者の

承諾のもと調査を実施し、歴史的風致形成建造物

への指定や保存整備（またはその経費の一部の補

助）を行う。 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

歴史的建造物を歴史的風致形成建造物として指定し、保存整備することによ

り、当該建造物が価値あるものであることや、その建造物の周辺が歴史的資源

の豊富な場所であることを発信することで、市民意識が向上し、琵琶湖ととも

に生きる町堅田に見る歴史的風致、港町・宿場町大津に見る歴史的風致、三
み

井
い

寺
でら

を中心とする歴史的風致、山
さん

王
のう

祭
さい

に見る歴史的風致及び大津祭に見る歴史的

風致の維持向上に寄与する。 

 

事 業 名 ３．町家の利活用の支援 

事 業 主 体 大津百町エリア部会、大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

市単独費 

事 業 期 間 平成28年度（2016年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 大津百町重点区域 

事 業 概 要 空き町家などを利活用するためのまちの活性化

に関する調査や、その担い手を育成することを目

的とする勉強会の開催などを行う。 

町家の魅力を広く周知啓発するため、町家を活用

したイベント「３月８日は町家の日ｉｎ大津」を

開催する。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

歴史的建造物である空き町家の利活用を支援することにより、町家の新たな利

活用を促すことで、歴史的建造物の保存・活用につながり、港町・宿場町大津

に見る歴史的風致及び大津祭に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。 

写6-2-3 指定候補（例） 

坂本重点区域の旧岡本家住宅主屋 

写6-2-4 リノベーション 

スクールの様子 
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事 業 名 10．道路の美装化 

事 業 主 体 大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事 業 期 間 令和４年度（2022年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 堅
かた

田
た

重点区域、大
おお

津
つ

百
ひゃく

町
ちょう

重点区域 

事 業 概 要 【市道幹1012号線、市道北2145号線ほか】 

歴史的まちなみと調和した修景舗装などによる

空間整備を行う。 

【市道中2524号線、市道中3315号線】 

歴史的まちなみや大津祭の曳山及び長等神社の

参道と調和した修景舗装などによる空間整備を

行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

歴史的まちなみと調和し、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成することに

より、歴史的まちなみ環境づくりを促進することで、歴史的まちなみと調和し

た良好な市街地環境の形成及び住環境の整備改善につながり、琵琶湖とともに

生きる町堅田の歴史的風致、大津祭に見る歴史的風致及び三井寺を中心とする

歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 

（３）伝統的な祭礼行事、活動に関する事業 
 
事 業 名 11．文化観光振興などへの助成 

事 業 主 体 大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

大津市文化観光振興基金 

市単独費 

事 業 期 間 平成９年度（1997年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 市域全域 

事 業 概 要 「大津市文化財保護条例」などに基づき、必要に応じて学識経験者などの指導

を得ながら、有形・無形民俗文化財保存修理事業への補助を行う。 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

無形民俗文化財の保存団体が所有する祭用具の保存修理を支援することによ

り、伝統的な祭行事、活動の継承につながり、市域全域の歴史的風致の維持向

上に寄与する。 

 

図6-2-1 道路美装化イメージ 

（堅田景観形成実施計画より） 
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事 業 名 17．地域の人材活躍の支援 

事 業 主 体 大津市、大津百町エリア部会 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

市単独費 

事 業 期 間 令和３年度（2021年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 市域全域 

事 業 概 要 地域での観光ボランティアガイドや歴史に関す

る研究、発表を行っている個人や団体に対して、

団体間の交流を促す交流会や歴史に関する知見

をさらに深めてもらうための勉強会を開催する。 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

地域での観光ボランティアガイドや歴史に関する研究、発表を行っている個人

や団体それぞれが持つ情報やノウハウの交換、新たな活動の展開によって歴史

や伝統文化に関する情報発信が進むことで、市民意識が向上し、市域全域の歴

史的風致の維持向上に寄与する。 

 

事 業 名 18．大津まちなか大学の開催 

事 業 主 体 特定非営利活動法人大津祭曳山連盟、大津百町エリア部会、大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

市単独費 

事 業 期 間 令和３年度（2021年度）～令和12年度（2030年度） 

事 業 位 置 大
おお

津
つ

百
ひゃく

町
ちょう

重点区域 

事 業 概 要 まちづくりの中核を担う人材育成を目的に大津

まちなか大学を開設している。同大学には、大津

百町の魅力を伝え、発信できる人材の育成を目的

とした、大津百町エリア部会による「歴まちガイ

ド育成学部」と、大津祭を学び、体験することを

通じて先人の知恵と気質を継承する人材の育成

を目的とした、特定非営利活動法人大津祭曳山連盟による「大津祭学部」があ

り、それらの学部でまち歩き講座やワークショップの開催などを行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

大津百町の歴史や大津祭を題材にした学びを提供することにより、大津百町の

魅力と大津祭について知ってもらう機会を創出することで、市民意識が向上

し、港町・宿場町大津に見る歴史的風致及び大津祭に見る歴史的風致の維持向

上に寄与する。 

写6-2-14 観光ボランティアガイド 

写6-2-15 大津祭学部の様子 
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事 業 名 26．道路の拡幅整備（都市計画道路比叡辻日吉線） 

事 業 主 体 大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

防災・安全交付金（街路事業）（平成25年度～令和９年度） 

事 業 期 間 平成25年度（2013年度）～令和９年度（2027年度） 

事 業 位 置 坂本重点区域 

事 業 概 要 山
さん

王
のう

祭
さい

の主要ルートであり、ＪＲや京阪電車の駅からの坂本区域への主要な動

線となる都市計画道路３・４・46号比叡辻日吉線の拡幅とそれに伴う無電柱

化、修景整備を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

山王祭の主要ルートであり、坂本重点区域の主な動線である比叡辻日吉線を拡

幅することにより、歩行者が安全に通行できる歩行者空間を確保することで、

さまざまな人が坂本の歴史を体感できる環境が作られ、山王祭に見る歴史的風

致の維持向上に寄与する。 

 

 

事 業 名 27．道路の拡幅整備（都市計画道路本堅田衣川線） 

事 業 主 体 大津市 

事 業 手 法 

（支援事業名） 

防災・安全交付金（街路事業）（平成29年度～令和○年度） 

事 業 期 間 平成29年度（2017年度）～令和○年度（○年度） 

事 業 位 置 堅
かた

田
た

重点区域 

事 業 概 要 主要幹線道路から堅田重点区域への主な動線となる都市計画道路３・５・101

号本堅田衣川線の拡幅とそれに伴う修景整備を行う。 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

堅田重点区域への主な動線であり、観光駐車場にも接続する本堅田衣川線を整

備することにより、歴史的なまちなみが残る地域において、自動車の往来を減

らし、歩行者が安全に通行できる環境を作ることで、さまざまな人が堅田の歴

史を体感できる環境が作られ、琵琶湖とともに生きる町堅田の歴史的風致の維

持向上に寄与する。 
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No. 名 称 写真 築 年 所在地 
関連する 

歴史的風致 

18 
初田家住宅主屋、

土蔵、塀 

 

江戸時代 

（伝承） 

中央 

二丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

19 
佐野家住宅主屋、

土蔵 

 

天
てん

保
ぽう

９年 

（1838） 

中央 

二丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

20 
北川家住宅主屋、

土蔵 

 

江戸時代 

（伝承） 

京町 

一丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

21 
小川家住宅主屋、

土蔵 

 

江戸時代 

（推定） 

京町 

三丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

22 大津魚
うお

忠
ちゅう

 

 

明治38年 

（1905） 

（伝承） 

京町 

二丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

23 
橋和田家住宅主

屋 

 

明治時代 

（推定） 

京町 

一丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 

24 川村家住宅主屋 

 

大正12年 

（1923） 

中央 

一丁目 

大津祭に見る歴

史的風致 
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凡例 

図7-4-3 歴史的風致形成建造物の位置図（候補も含む）（大津百町重点区域） 

重点区域 

歴史的風致形成建造物（候補） 

豆信料亭棟 
粋世主屋 

奥村家住宅主屋 
木村家住宅主屋 

川村家住宅主屋 

阪本屋店舗兼主屋 

中野家住宅主屋 

中野家住宅主屋 

桐畑家住宅主屋 
石田家住宅洋館 

森本家住宅主屋 

上京町町家 
橋和田家住宅主屋 

北川家住宅主屋 

大津魚忠 
小川家住宅主屋 

初田家住宅主屋 
佐野家住宅主屋 

玉屋町山蔵 

まちづくり大津百町館主屋 

図7-4-2 歴史的風致形成建造物の位置図（候補も含む）（坂本重点区域） 


